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－１－ 

「
立
県
一
五
〇
年
」
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て 

山 

田 

英 

明
（
福
島
市
） 

 

令
和
八
年
（
二
〇
二
六
）
八
月
二
十
一
日
、
福
島
県
は
「
立
県
一
五
〇
年
」

を
迎
え
る
。
こ
れ
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
同
日
に
、
中
通
り
を
管
轄

す
る
当
時
の
福
島
県
（
旧
福
島
県
）
が
浜
通
り
の
磐
前
県
と
会
津
の
若
松
県
を

吸
収
し
（
い
わ
ゆ
る
三
県
合
併
）
、
は
ま
・
な
か
・
あ
い
づ
三
地
方
に
跨
る
福

島
県
が
誕
生
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。 

福
島
県
庁
で
は
こ
れ
を
記
念
し
、
今
年
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、「
先

人
た
ち
が
、
郷
土
の
発
展
の
た
め
に
、
様
々
な
困
難
を
乗
り
越
え
、
積
み
重
ね

て
き
た
150
年
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
そ
れ
ら
を
礎
と
し
た
新
た
な
時
代
の
福

島
県
の
創
造
に
挑
戦
す
る
」
こ
と
を
テ
ー
マ
と
す
る
県
政
150
周
年
記
念
事
業

を
官
民
を
あ
げ
て
実
施
す
る
と
い
う
（
「
県
政
150
周
年
記
念
事
業
特
設
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
」
参
照
）
。
お
そ
ら
く
は
、
県
民
が
共
有
す
べ
き
歴
史
的
な
出
来
事
を

振
り
返
る
こ
と
で
、
県
と
し
て
の
一
体
感
を
高
め
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て

生
じ
た
分
断
の
解
消
が
図
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

一
方
で
、
福
島
県
の
近
代
史
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
も
、
本

年
は
「
戊
辰
一
五
〇
年
」（
二
〇
一
八
年
）
と
「
民
権
一
五
〇
年
」（
二
〇
三
二

年
）
と
並
ぶ
重
要
な
年
で
あ
り
、
自
分
な
り
の
意
義
づ
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
に
注
目
し
た
い
の
は
、
一
体
感
と
は
真
逆
と
な

る
多
様
な
地
域
性
で
あ
る
。 

全
国
第
三
位
の
面
積
を
持
つ
本
県
が
気
候
的
に
も
文
化
的
も
一
体
感
に
乏

し
い
こ
と
は
か
ね
て
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
そ
れ
は

立
県
の
経
緯
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
後
掲
の
年
表
の
と
お
り
、
現
在

の
福
島
県
域
が
確
定
す
る
ま
で
に
は
様
々
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
は

他
県
も
同
じ
で
あ
る
が
、
福
島
県
に
お
い
て
は
戊
辰
戦
争
の
記
憶
と
強
く
結
び

つ
き
な
が
ら
地
域
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。 

筆
者
は
、
立
県
以
来
の
一
五
〇
年
間
を
、
地
域
社
会
が
戊
辰
戦
争
の
敗
北
を

乗
り
越
え
、
新
た
に
福
島
県
と
し
て
再
生
す
る
た
め
の
歩
み
で
あ
っ
た
と
捉
え

て
い
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
立
県
以
前
の
生
活
圏
や
価
値
観
が
依
然
と
し
て

色
濃
く
残
り
、
折
に
ふ
れ
県
民
意
識
に
先
行
す
る
形
で
立
ち
現
れ
る
。 

な
ぜ
福
島
県
の
人
々
は
今
も
戊
辰
戦
争
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
と
県
内
に
お
け
る
多
様
な
地
域
性
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
近
年

の
地
方
自
治
制
度
史
研
究
や
旧
藩
社
会
論
の
成
果
に
も
学
び
つ
つ
、
こ
れ
ら
の

疑
問
に
つ
い
て
立
県
の
経
緯
や
そ
の
後
の
行
政
施
策
、
地
域
社
会
の
反
応
な
ど

を
探
る
こ
と
で
検
討
し
て
い
く
一
年
と
し
た
い
。
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年　表

明治元年（1868）
　　戊辰戦争　　　
明治２年（1869）
　　若松県・福島県・白河県が設置　　
明治３年（1870）
　　旧会津藩士が斗南移住を開始
明治４年（1871）
　　廃藩置県（新たに17県が誕生）
　　福島県・磐前県・若松県に整理統合
明治６年（1873）
　　安積開拓が始まる
明治９年（1876）
　　三県合併（はま・なか・あいづ３地方
　　　　　　　　 に跨る福島県が誕生）
　　磐前県の一部が宮城県に移管
明治13年（1880）
　　県庁焼失
明治14年（1881）
　　若松県の分県運動が起こる
明治15年（1882）
　　喜多方・福島事件
明治18年（1885）
　　県会が県庁の郡山移転を決議
明治19年（1886）
　　東蒲原郡が新潟県に移管
　　　（現在とほぼ同じ県域となる）


